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徳島県個人情報保護審査会答申第１２８号

第１ 審査会の結論

徳島県知事の決定は，妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 個人情報開示請求

平成３１年１月２９日，審査請求人は，徳島県個人情報保護条例（平成１４年徳島

県条例第４３号。以下「条例」という。）第１４条第１項の規定に基づき，徳島県知

事（以下「実施機関」という。）に対し，「管第○○号（平成○年○月○日付け），

南総第○○号（平成○年○月○日付け）に関する伺い書類と県有車両等事故速報に関

する伺い書類報告書全部」のうち「管第○○号（平成○年○月○日付け）及び受け取

った県有車両等事故速報に関する書類」に該当する保有個人情報の開示請求（以下

「本件請求」という。）を行った。

２ 実施機関の決定

平成３１年２月１２日，実施機関は，本件請求に係る保有個人情報を「平成○年○

月○日付け管第○○号に係る立案文書（以下「立案文書」という。）」及び「平成○

年○月○日付け県有車両等事故速報（以下「事故速報」という。）」と特定した上で，

事故速報の一部が条例第１６条第２号の「開示請求者以外の個人に関する情報であっ

て，開示することにより，開示請求者以外の個人の正当な利益を害すると認められる

もの」に該当すると判断し，当該部分を非開示とする部分開示決定（以下「本件決

定」という。）を行い，審査請求人に通知した。

３ 審査請求

平成３１年２月１９日，審査請求人は，本件決定を不服として，行政不服審査法

（平成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき，実施機関に対して審査請求を行

った。

４ 諮問

令和３年３月２２日，実施機関は，条例第４２条の規定に基づき，徳島県個人情報

保護審査会（以下「当審査会」という。）に対して，本件審査請求について諮問（以

下「本件事案」という。）を行った。

第３ 審査請求人の主張要旨

１ 審査請求の趣旨

枉法行為を確認したため。

２ 審査請求の理由

条例第２０条第１項の規定により次のとおり部分開示と決定したが，県は，本来あ



- 2 -

るべき書類（伺い書印）及び管第○○号の書類に基づく保険業者が作成した根拠書類

等を出せ。

第４ 実施機関の説明要旨

実施機関から提出された弁明書を要約すると，本件決定の理由については次のとお

りである。

１ 本件決定の理由

(1) 平成３１年１月２９日付けで審査請求人から出された「管第○○号（平成○年○

月○日付け）に関する伺い書類と県有車両等事故速報報告書全部」についての個人

情報開示請求に対し，対象文書を「立案文書」及び「事故速報」と特定した上で，

条例第１６条第２号に規定された「開示請求者以外の個人に関する情報」である県

職員の免許証の一部及び旅行命令簿の出張番号を除いて，本件決定を行ったもので

ある。

(2) また，審査請求人が開示を求めているのは，審査請求の理由により，「本来ある

べき書類（伺い書類）及び管第○○号の書類に基づく保険業者が作成した根拠書類

（以下「本件書類」という。）」であると解されるが，本件書類は取得していない。

(3) 審査請求人は，本件書類について，実施機関に「本来あるべき書類」と独自に判

断して審査請求を行ったものであると思われるが，そのような事実はなく，この度

の本件請求については，実施機関は，「立案文書」及び「事故速報」と特定した上

で審査請求人に開示したものである。

(4) 以上により，本件請求については，個人に関する情報を除いて，その時点で保有

している全ての文書について開示したものである。

第５ 審査会の判断

当審査会は，本件事案について審査した結果，次のとおり判断する。

１ 本件請求に係る保有個人情報について

本件請求に係る保有個人情報の内容は，管第○○号（平成○年○月○日付け）の伺

い書類と受け取った県有車両等事故速報に関する伺い書類であると解される。

２ 本件決定の妥当性について

実施機関は，本件請求に係る保有個人情報を立案文書及び事故速報と特定し，条例

第１６条第２号に該当するとして一部を非開示としている。また，立案文書及び事故

速報のほかに本件請求に係る保有個人情報を保有していないと主張していることから，

以下，実施機関が行った本件決定の妥当性について検討を行うこととする。

(1) 条例第１６条第２号の該当性について

ア 本号は，「開示請求者以外の個人に関する情報であって，開示することにより，

開示請求者以外の個人の正当な利益を害すると認められるもの」を非開示情報と

定めたものである。ただし，「人の生命，健康，生活又は財産を保護するため，

開示することが必要であると認められる情報」は非開示情報から除外するとして

いる。
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「開示請求者以外の個人の正当な利益を害すると認められるもの」とは，法令

又は社会通念に照らして，当該個人が有すると考えられる利益が害される場合を

いい，当該個人の正当な利益が害されるかどうかについては，開示請求者と当該

個人との関係や当該個人の情報の内容等を勘案して個別に判断する必要がある。

イ 当審査会において，事故速報の非開示部分を見分したところ，非開示とした情

報は，県職員の免許証の一部及び旅行命令簿の出張番号であった。当該情報は，

開示請求者以外の者の個人情報であり，開示することにより開示請求者以外の個

人の正当な利益を害すると認められる。さらに，同号ただし書きに該当する事情

も認められない。

ウ 以上により，本件請求に係る保有個人情報は，条例第１６条第２号に該当する

ことから，本件決定を行った実施機関の決定は妥当である。

(2) 本件書類の保有の有無について

ア 実施機関によると，審査請求人は，本件書類が開示されていないと主張してい

るが，本件書類は取得しておらず，本件請求については，開示請求者以外の個人

に関する情報を除いて，その時点で保有している全ての文書について開示してい

るとのことである。

イ 実施機関における公文書の作成について，徳島県公文書管理規則（平成１３年

徳島県規則第７３号）第５条は，「原則として，意思決定に当たっては文書を作

成して行わなければならない。」と定めているが，事故速報の報告は意思決定そ

のものではないことから，必ずしも文書を作成することとはなっていない。

ウ また，本件書類のうち管第○○号の書類に基づく保険業者が作成した根拠書類

は，本件請求に係る保有個人情報の対象と認められないことから，本件決定の立

案文書及び事故速報のほかに特定すべき保有個人情報を保有していないとする実

施機関の説明に不合理な点は認められない。

エ 以上により，本件請求に係る保有個人情報について，立案文書及び事故速報と

特定し，本件決定を行った実施機関の決定は妥当である。

２ 結論

当審査会は，本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果，冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。

第６ 審査会の処理経過

本件事案に係る当審査会の処理経過は，次のとおりである。

年 月 日 内 容

平成３０年 ６月 ７日 諮問

令和 ３年１２月１０日 審議 （第１３８回審査会）

令和 ４年 １月２８日 審議 （第１３９回審査会）
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徳島県個人情報保護審査会委員名簿 （五十音順）

氏 名 職 業 等 備 考

遠 藤 理恵子 弁護士

篠 原 靖 典 徳島文理大学人間生活学部教授

竹 原 大 輔 弁護士 会長職務代理者

田 中 里 佳 公認会計士，税理士

松 永 満佐子 四国大学短期大学部教授 会 長


